
地域再生計画 
 

１ 地域再生計画の名称 
水と緑の田園都市を健やかに育む白根の水環境保全計画 

 
２ 地域再生計画の作成主体 

新潟市 

 

３ 地域再生計画の区域 
新潟市の区域の一部（白根地区） 

 

４ 地域再生計画の目標 
新潟市は、平成１７年３月２１日に新津市・白根市・豊栄市・小須戸町・横

越町・亀田町・岩室村・西川町・味方村・潟東村・月潟村・中之口村の１２市

町村と広域合併し、同年１０月１０日に巻町との合併を経て、平成１９年４月

１日に本州日本海側初の政令指定都市に指定された。 

新潟平野のほぼ中央に位置する白根地区（旧白根市）は、日本一の大河信濃

川と、その支流である中ノ口川に囲まれた南北に長い輪中地帯で、面積約７７

平方キロメートル、周囲約６０キロメートル、人口約４万人となっている。大

正時代までは、多くの沼や潟があり、度重なる洪水も加わって、農民は水との

闘いに明け暮れていたが，大正１３年の大河津分水の完成により、現在の緑豊

かな田園都市へと発展を遂げてきた。 

白根地区は、先人の熱き思いを今に伝える大凧合戦、春を待って一斉に咲き

競う花々、辺り一面を黄金色に染め上げる稲穂、そして豊潤な香りと甘さをた

たえる果実と表情は実に多彩である。 

しかしながら、農業を基幹産業として発展してきたこの地区も、近年、国道

８号沿線を中心に都市化が進み、県内屈指の人口増加地域となっていることか

ら、生活雑排水の増加やライフスタイルの変化に起因する水環境の悪化が懸念

されている。 

平成１６年度末の汚水処理人口普及率を見ると、全市域で７１．８％である

が、白根地区は１５．６％と汚水処理が大きく立ち遅れており、快適な生活環

境の創造はもとより、安全安心でおいしい農産物を生みだすためにも、公共用

水域の水質の保全を図る汚水処理施設整備は、急務かつ必要不可欠となってい

る。 

このため、汚水処理施設の整備を進め、貴重な水環境と快適な生活環境の保

全を図ることにより、美しい田園都市である白根地区の基盤を担う農地と、活



気に満ち溢れた市民生活を支える都市の融合を促進し、水と緑の田園交響市と

して健やかな発展を目指す。 

 

 （目標）汚水処理施設の整備促進 

白根地区の汚水処理人口普及率を１５．６％から２７．１％に向上 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 
  新潟市の白根地区における公共下水道事業は、単独処理場を有した処理区

として、平成９年度より事業認可を受け事業着手したが、着手が遅れたうえ

に軟弱地盤であることもあり全市域のなかでも下水道整備が遅れている。 
特に、市街地の拡大が進むにつれ、生活雑排水による公共用水域の水質の

悪化が懸念される。このため、公共下水道の整備促進を図り、下水道認可区

域外では浄化槽の設置助成をすることで、公共用水域の水質の保全と生活環

境の向上を図るものである。 
 
 ５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
○汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

  整備箇所等は、別添の整備箇所を示した図面による。 
対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続きを了している。 
・公共下水道 白根処理区 ・・・ 平成９年１２月に事業認可 

〔事業主体〕 
・いずれも新潟市 

 〔施設の種類〕 
・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

〔事業区域〕 
  ・公共下水道      白根処理区 
  ・浄化槽（個人設置型） 白根地区（公共下水道事業認可区域を除く） 
〔事業期間〕 
・公共下水道      平成１７年度～平成２１年度 
・浄化槽（個人設置型） 平成１７年度～平成２１年度 

〔整備量〕 
  ・公共下水道      φ２００～７００ｍｍ ２２，０００ｍ 

（うち、単独１５，０００ｍ） 
          汚水中継ポンプ場       １箇所 

・浄化槽（個人設置型） １４４基 



なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり 
  ・公共下水道      ４，６８０人 
  ・浄化槽（個人設置型）   ３９３人 
〔事業費〕 

・公共下水道 
事業費   3,748,000 千円（うち、交付金 1,874,000 千円） 

 単独事業費 1,854,300 千円 
・浄化槽（個人設置型） 

事業費     61,749 千円（うち、交付金   20,583 千円） 
・合計 

事業費   3,809,749 千円（うち、交付金 1,894,583 千円） 
 単独事業費 1,854,300 千円 

 
５－３ その他の事業   

該当なし 
 
６ 計画期間 

平成１７年度～平成２１年度 
 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  計画終了後に、目標達成の度合いについて評価を行うとともに、水環境の

保全に最も寄与する水洗化の促進状況について調査する。これらを踏まえな

がら、普及率及び水洗化率を公表し、市民のさらなる意識向上を図る。 
 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項  

該当なし 


